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                              園長   石川 晴実 

 

令和７年度 

警報発表・地震等発生時の登降園について 

  

園児の安全確保のため、非常災害等による臨時休業措置を下記のようにいたします。ご協力

いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

★警報等の発表や解除については、テレビ、気象庁ホームページ、ひょうご防災ネットでご確認 

ください。（http://bosai.net/kobe/） 

 ★警報等の発表時は“すぐーる”で連絡をしますので、確認をしてください。警報発表時は預かり 

保育も中止です。お仕事等の都合により、どうしても預かり保育が必要な方は、幼稚園にご相談 

ください。 

 

 

 

 

 

 

午前７時００分現在、次のような

警報が発表されている場合、自宅

待機してください。 

＜警報発表の場所＞神戸市 

★兵庫県南部、兵庫県阪神などに警報発表と報道されても 

神戸市が含まれていない場合は除きます。 

＜警報の内容＞大雨警報、暴風警報、暴風雨警報、洪水警報、

大雪警報、雷警報 

午前１０時００分までに解除に

なった場合 

保育を行います。 

解除になった時点で、登園してください。 

地域によって危険な状況がある場合には、安全を確認してか

ら登園してください。登園は無理のないようにしてください。 

★安全確保が困難なため欠席される場合は、幼稚園にご連絡

ください。  

午前１０時００分以降、継続して

警報が出ている場合 

臨時休園いたします。 
★臨時休園になった場合、警報発表中の戸外は危険ですので 
家の中で安全に過ごしてください。 

登園後、警報が発表された場合 
園児は幼稚園で待機します。 
★保護者の方は、周りの安全が確認でき次第、順次お迎えに来
てください。 

登園後、震度5弱以上の地震が発

生した場合 

園児は幼稚園で待機します。 

★保護者の方は、周りの安全が確認でき次第、順次お迎えに 

来てください。 

・「特別警報」とは、警報の発表基準をはるかに超える豪雨や大津波等が予想され、重大な 

災害の危険性が著しく高まっている場合に、新たに発表し、最大限の警報を呼びかける 

ことです。「特別警報」が発表されたら身を守るために最善を尽くしてください。 

・経験したことのないような異常な現象が起きそうな状況です。ただちに命を守る行動を 

とってください。この数年間、災害の経験がない地域でも、可能性が高まっています。 

油断しないようにしましょう。 

「震度5弱で幼稚園へゴー」です。 

この措置は年間を通して適用いたします 

このプリントを大切に保管しておいてください 

http://bosai.net/kobe/

